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★今月の児童図書
日本全国祭りと行事図鑑

スタジオタッククリエイティブ　編
きれいずきのマグスおばさん
イーディス・サッチャー・ハード　ぶん
柔道がすき！　　　　　須藤　靖貴　作

★今月の児童図書
図書委員アイデアブック　

吉岡　裕子　村上　恭子　監修
かえるの天神さん

斎藤　隆夫　絵　日野　十成　文
ごはん山　　 　　  はらぺこめがね　著
すべりだい　　　　新井　洋行　作・絵

新 着 図 書 案 内

児 玉 分 館

本　　館

ほんのちょっと当事者

ボクはやっと認知症のことがわかった

ゆきのけっしょう

のりまき

青山　ゆみこ　著　　ミシマ社

長谷川 　和夫　猪熊 　律子　著　KADOKAWA

武田　康男　監修・写真　岩崎書店

小西　英子　さく　　　福音館書店

わたしたちが「生きる」
ということは、誰もが「何
らかの当事者」かもしれ
ません。自分とは無関係
と思っていたことが、実
はちょっとだけ当事者に
なることも。

のりまきをつくろう。黒々
とした大きなのりの上に、
ご飯をひろげ、卵焼き、きゅ
うり、えびなどをのせて
･･･。まるで本物のような

「のり」必見！

★今月の一般図書
江戸のうんちく道中　　稲垣　進一　著
時代考証家のきもの指南   山田　順子　著
もしかして、適応障害？森下　克也　著
年金生活の不安、解消します　　

丸山　晴美・谷内　陽一　著
にっぽん建築散歩　　　小林　泰彦　著
老人初心者の覚悟　　阿川　佐和子　著

★今月の一般図書
インタビューズ　　　　堂場　瞬一　著
騒がしい楽園　　　　　中山　七里　著
香港危機の深層

倉田　徹　倉田　明子　編
カナダ　　　　　　　　　関　俊彦　著
漢字のくずし方ハンドブック　

浅倉　龍雲　編

図 書 館 だ よ り

たのしいおはなし会

◇本　　館
日時　３月14日㈯
　　　午前11時～11時30分
　　　３月28日㈯
　　　午後２時～2時30分
内容　｢家族・友だち」をテー

マとしたおはなし、絵本
や紙芝居など

協力　よみきかせサークル「本
庄ほんの会」のみなさん

◇児玉分館
日時　３月７日㈯　
　　　午前11時～11時30分
内容　｢友だち」をテーマとした

絵本やおはなしなど
協力　こだまお話しの会・語り

の会「ことより」のみな
さん

本館☎ 24- ３７４６／児玉分館☎ 73- １７８３

本庄高校図書館地域開放日
（土曜日）

※貸出不可。閲覧のみ利用できます。
３月の解放日はありません。
◎午前８時45分～午後４時30分
４月18日㈯
★本庄高校図書館☎21-１１９５

白い雪の中をよく見てみ
ると、結晶たちがたくさ
ん集まっています。一体
どうやってできるので
しょうか？どんな形をし
ているのでしょうか？

これまで何千人もの患者
を診てきた認知症の専門
医は、認知症になって何
を思い、どう感じている
のか。自身の半生や生き
方、日本の認知症の歴史
に触れながら、日本人に
伝えたい「遺言」を語る。

イ ベ ン ト

絵本とわらべうたのおはなし会

◇本　　館　
日時　３月12日㈭
　午前11時～11時30分
◇児玉分館　
日時　３月４日㈬
　午前11時～11時30分
対象　保育園・幼稚園入園前の
　　　お子さんと保護者
内容　絵本の読み聞かせやわら
　　　べうたなど

開館時間／午前９時30分～午後６時15分
　　　　　木・金曜日のみ午後８時閉館（本館のみ）
休 館 日／ 本館：２日㈪～９日㈪（蔵書点検)、16日㈪、23日㈪、30日㈪、
　　　　　　　　31日㈫（館内整理日)、４月６日㈪
　　　　　児玉分館：２日㈪、３日㈫（館内整理日)、９日㈪～16日㈪（蔵書
　　　　　　　　　　点検)､23日㈪､30日㈪､31日㈫(館内整理日)､4月６日㈪
ホームページアドレス／https://www.lib.honjo.saitama.jp/

４月１日から図書館の利用ルー
ルが一部変更になります。詳細
は18ページをご覧ください。

市 民 相 談 （３月〜４月）　相談は無料、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ※市役所の受付は、午前８時30分〜午後５時15分です。
相 談 名 相 談 日 時 な ど 会　場 問 い 合 わ せ

行 政 ３月19日㈭・４月16日㈭　午後１時～４時
市役所１階 市民相談室 

   　　 

法 律

３月４日㈬・11日㈬・18日㈬・25日㈬・26日㈭
午後１時～４時 ※26日の会場はアスピアこだま１階相談室

弁護士に
よる相談

４月１日㈬・８日㈬　
午後１時～４時　定員＝各日６名（先着順)

司法書士に
よる相談

４月15日㈬・22日㈬
午後１時～４時　定員＝各日６名（先着順)

不 動 産 ３月13日㈮・４月10日㈮　午後１時～４時
相談員＝宅地建物取引士

年金・労働 ４月９日㈭　午後１時～４時
相談員＝社会保険労務士

税 務 ３月10日㈫・４月14日㈫　午後１時～４時　
相談員＝税理士　

消 費 生 活
毎週月・水・木・金曜日（休日を除く）
午前９時30分～正午、午後１時～３時30分 市役所４階 商工観光課 商工観光課   ☎25-１１７５

毎週火・金曜日（休日を除く）
午前９時30分～正午、午後１時～３時30分

上里町役場２階
　　　　　産業振興課

上里町役場産業振興課
  　　　　　 ☎35-１２３２

人 権
３月10日㈫・４月14日㈫　午後１時～４時 アスピアこだま１階 

相談室１ 市民活動推進課
　　　　　   ☎25-１１１８３月24日㈫・４月28日㈫　午後１時～４時 市役所１階　市民相談室

ＤＶ・女性 毎週月～金曜日（休日を除く）
午前８時30分～午後５時15分　

市役所３階
市民活動推進課

市民活動推進課
☎25-１１４４☎25-１１１８

家 庭 児 童 毎週月～金曜日（休日を除く) 午前９時～午後４時 市役所２階 子育て支援課 子育て支援課☎25-１１２９
（家庭児童相談室）

教 育
（不登校等）毎週月～金曜日（休日を除く) 午前９時30分～午後３時 ふれあい教室

（旧勤労会館２階）

教育支援センター
                  ☎22-４２８７

教 育
（いじめ等）

毎週水曜日（休日を除く）電話相談：午後１時30分～５時
※面談による相談は、電話相談の時間内に事前予約受付

子どもの心の相談員
                  ☎21-７３３７

心 配 ご と

休日を除く毎週月曜日（４月からは第１月曜日を除く）
午後１時～４時（受付は３時30分まで）
※相談時間中のご連絡は、☎21-８９７６へ

はにぽんプラザ２階
　　　　　　　相談室

本庄市社会福祉協議会
                  ☎24-２７５５

３月２日㈪・16日㈪・４月６日㈪ 
午後１時～４時（受付は３時30分まで）

アスピアこだま１階
　　　　　　　会議室

本庄市社会福祉協議会児玉支所
                  ☎73-１２３７

結　　 婚 ３月４日㈬・15日㈰・４月１日㈬
午後１時～４時（受付は３時30分まで) ※相談時間中

のご連絡は、
☎21-８９７６
へ はにぽんプラザ２階

　　　　　　　相談室
本庄市社会福祉協議会
                  ☎24-２７５５

介護の悩み
３月13日㈮・27日㈮
午後１時～４時（受付は３時30分まで)
※相談業務は３月で終了します。

成 年 後 見

３月 10 日㈫・24 日㈫・４月 14 日㈫・28 日㈫
午後１時～４時
※４月より要予約。３月２日㈪より土・日・休日を除
き先着順で当日午後２時まで受付。受付開始日は電話
予約のみ。

成 年 後 見
（電話相談） 休日を除く月～金曜日　午前９時～午後５時 本庄市後見ほっとライン

☎0120-235-833 地域福祉課   ☎25-１１４２

高齢者相談 休日を除く月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
※担当する地域は、概ね中学校区域になります。

本庄市西地域包括支援センター　本庄市社会福祉協議会
（銀座１- １- １）　                         ☎ 22- ７０８８
本庄市東地域包括支援センター　安誠園

（小和瀬 1666）　                          ☎ 22- ６２６２
本庄市南地域包括支援センター　シャローム　

（今井 1251-1）　　　　　              ☎ 23- ９５８０
児玉地域包括支援センター

（児玉町金屋 1302-1）　                 ☎ 73- １５４５

・各種相談は予約制
・４月の相談予約は、３月23日㈪から受付開始       
　（先着順。受付開始日は電話予約のみ）
・同月に同じ相談を複数申し込みすることはでき
　ません
　各種相談日
●法律相談 ●行政相談 毎月第３木曜日
・弁 護 士　毎月第１・２水曜日 ●不動産相談 毎月第２金曜日
※奇数月第４木曜日（児玉会場） ●年金・労働相談 偶数月第２木曜日
・司法書士　毎月第３・４水曜日 ●税務相談 毎月第２火曜日
 （労働法律相談のある月は第４水曜日のみ）  
●労働法律相談（弁護士）５・８・11・２月の第３水曜日　
※祝休日のときは変更となります。

　　　☎25-１１１３
市民課☎25-１１１２
　　　☎25-１１１０

※埼玉県では無料の県民相談を実施しています。県民相談の詳細は、埼玉県ホームページをご覧ください。
相談名：弁護士・司法書士による法律相談、県職員による電話・面談相談、県職員によるインターネット県民相談、
　　　　弁護士による出張法律相談、交通事故相談等


